
やさしいまちに、なりたい。 ■発行：戸田市協働推進課　平成29年3月発行　〒335-8588　戸田市上戸田1-18-1　
電話：048-441-1800（内線428）　ファクス：048-433-2200　メール：community@city.toda.saitama.jp
本紙は環境に配慮し、「大豆油インキ」を使用しています。

戸田市　　　　　　  推進条例

戸田市男女共同参画キャラクター

戸田市

戸田市　　　　　　  　　　　　　  推進条例　　　　　　  男女共同参画戸田市戸田市戸田市戸田市 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画
知ってほし

い!!

ビ
リ
ー
ち
ゃ
ん

リ
ブ
ち
ゃん

『誰もが、それぞれの違いや多様な生き方を尊重し、
個性と能力を十分に発揮できる社会を実現することで、
豊かでいきいきと暮らせるまち』を目指し、戸田市では、
「戸田市男女共同参画推進条例」をつくりました。
このパンフレットでは、条例の内容や男女共同参画に大切なこ
とを紹介しています。
皆さんも、男女共同参画について考え、積極的に取り組みましょう。
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戸田市男女共同参画キャラクター「ビリーちゃん」「リブちゃん」

●性的指向／性自認
性的指向は、「同性が好き」「異性が好き」「同性も異性も好き」という、恋愛の対象がどの性かという
ことをいいます。
性自認は、自分の性別を自分自身でどのように認識しているかということをいいます。
主な性的マイノリティを「ＬＧＢＴ」と呼びます。
Ｌ：女性の同性愛者（Lesbian：レズビアン）
Ｇ：男性の同性愛者（Gay：ゲイ）
Ｂ：両性愛者（Bisexual：バイセクシュアル）
Ｔ：身体の性と心の性が一致しない人（Transgender：トランスジェンダー）

●参画
物事の方向性を計画するときから、その議論の場に一員として加わること。
計画するときだけでなく、決定後の計画の実践や、改訂などにまで携わることが求められます。

●ジェンダー
「男らしさ」・「女らしさ」や「男の役割」・「女の役割」といった社会的・文化的につくられた性別のこと。

●性別による固定的な役割分担
「男は仕事、女は家庭」のように、性別によって役割を分担すること。
最近では、「男は仕事、女は仕事も家庭も」という「新性別役割分担」になっているともいわれています。

●配偶者等への暴力（ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ））
夫婦や恋人などの親しい間柄での暴力のこと。身体的暴力だけでなく、性的暴力や精神的暴力、経済
的暴力、社会的暴力、子どもを利用した暴力などもＤＶです。
家庭内で起こることが多いため、他人が介入しづらく、被害が表面化しにくいという問題があります。

●セクシュアル・ハラスメント
性的な嫌がらせのこと。職場に限らず、学校や地域社会も含め、あらゆる場面で問題となっています。
ヌードポスターの掲示などの「環境型」や、地位や立場を利用して性的関係を求める「対価型」などが
あります。

●リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
「性と生殖に関する健康・権利」と訳されます。これは「全ての男女は身体的、精神的、社会的に良好
な状態で、満足できる性生活を送り、子どもを産むかどうか、いつ何人産むか、を決める自由と権利を
持つ」という内容が基本的な考え方です。

●ワーク・ライフ・バランス
「仕事」と、「仕事以外の活動」（子育てや地域活動など）を組み合わせ、バランスのとれた働き方を選
択できるようにすること。

胎児がはじめに歩む進化の形ともいわれる勾
まがたま
玉のイメージから生まれ

ました。「男性または女性になる前の一つの命として向かい合い、共に
協力し合って生きていきましょう」という願いが込められています。
“男

ひと
と女

ひと
が共に信頼し合い、助け合い、力の出し合える男女共同参画

社会を築いていこう”という意味を込めた『ビリーブ（Believe）』から、
「ビリーちゃん」「リブちゃん」と名付けられました。「ビリーちゃん」

「リブちゃん」

？



人権の尊重
性別や性的指向、性自認による
差別や暴力をなくし、個人として
の人権が尊重されるようにします。

多様な生き方の選択
性別による固定的な役割分担の意識
にとらわれず、個性と能力を発揮して、
自らの意思と責任により多様な生き
方を選べるようにします。

参画する機会の確保
性別や性的指向、性自認に関わらず、
社会の活動方針の立案・決定に参画す
る機会が確保されるようにします。

国際社会・
国内での取組の理解
国際社会や国内で行われている
男女共同参画に関する取組を
積極的に理解するようにします。

性に関する理解と
性と生殖に関する健康・権利
（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）の尊重
性に関する理解を深め、妊娠や出産などの
性と生殖に関する健康と権利が、生涯尊重
されるようにします。

市 民・ 事 業 者・ 市 の 責 務

苦 情 申 立 て

                       禁 止 事 項

この条例は、基本理念をもとに、市民、事業者、市、それぞれが連携・協力し合い、
男女共同参画社会の推進に向けて果たすべき役割を定めています。

●配偶者等への暴力、セクシュアル・ハラスメント、
性別、性的指向、性自認による差別的な取扱いなど、
性に関する人権侵害を行ってはいけません。

●性に関する人権侵害や、性別による固定的な役割分
担の意識を助長したり、是認させたりする表現を用
いないよう配慮しなければいけません。

市民や事業者は、市の男女共同参画の取組について
苦情を申し立てることができます。
苦情への対応は、申し立てた人の情報を保護し、公
平かつ適切に行います。

！家庭生活と職場・地域活動の調和
（ワーク・ライフ・バランス）

家族の協力と社会の支援によって、子育てや
家族の介護などの家庭生活と職場・地域活動
の調和がとれた生活を営むことができるよう
にします。

男女共同参画意識の教育
学校教育や生涯学習などのあらゆる
教育の場で、男女共同参画意識をつ
くる取組が行われるようにします。

条例のなかみ
（目指していくこと）

〇男女共同参画計画の策定・取組の実施状況の公表
▶男女共同参画に関する計画を策定します。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/community-danjo-shiryou.html
▶男女共同参画計画に基づく取組の実施状況を、毎年１回公表します。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/community-danjo-shintyoku.html
▶男女共同参画推進委員会の審議内容を公開します。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/192/community-danjo-suishin-iinkai.html

〇災害等への対応における配慮
災害時や災害発生に備えた対策等への対応は、それぞれの性別による視点に十分配慮する
よう努めます。

〇拠点の整備
市民や事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点の整備に努めます。

男女共同参画につ
いて理解を深め、家庭、
学校、職場、地域などで、
その推進に努めましょう。

市民の役割
　男女共同参画を
推進する取組を総合的
かつ計画的に実施する
ために、必要な体制を
整備します。

市の役割

男女共同参画について
理解を深め、事業活動で
推進し、従業員が家庭生活
と職場・地域活動の調和が
とれた生活ができるよう
に努めましょう。

事業者の役割

【男女共同参画推進に向けた市の主な取組】

連携と協力

×



戸田市男女共同参画推進条例
目次
　前文
第１章　総則（第１条－第７条）
第２章　基本的施策（第８条－第１４条）
第３章　戸田市男女共同参画推進委員会等（第１５条

－第２１条）
第４章　雑則（第２２条）
附則

戸田市は、豊かな自然に恵まれ、交通の利便性が高
いことから、若い世代も多く、子育て支援や教育の取
組を積極的に進めてきた背景があります。一方、転出
入が激しいゆえに地域のコミュニティが活性化しにく
いという面も有しています。男女共同参画の推進に当
たっては、戸田市の基本となる計画を平成元年に初め
て策定し、現在も「戸田市男女共同参画計画～とだ　
あんさんぶるプラン～」に基づいて様々な施策に取り
組んでいます。
「日本国憲法」は、個人の尊重と法の下の平等を保
障しています。国においては、国際連合で採択された
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条
約」を受けて、「男女共同参画社会基本法」や「雇用
の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律」を制定するなど、男女平等の実現に向け
た取組が着実に進められています。
しかしながら、性別による固定的な役割分担の意識
やそうした意識に基づいた社会的な慣行は、依然とし
て残っていると言わざるを得ません。近年では、配偶
者等への暴力やセクシュアル・ハラスメントなどの人
権を侵害する行為が社会問題となっていることや、子
の養育や家族の介護といった家庭生活と職場や地域な
どでの社会活動を両立させることといった新たな課題
もあり、更なる継続的な取組が必要です。
そのため、誰もがそれぞれの違いや多様な生き方を
尊重し、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現す
ることで、豊かでいきいきと暮らせるまちとなり、こ
れを次世代につなげていくことが重要です。
よって、戸田市は、男女共同参画社会の実現に向け、
この条例を制定します。

　　　　第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進について、

基本理念を定め、戸田市（以下「市」といいます。）、
市民や事業者の責務を明らかにするとともに、市
の施策の基本となる事項を定めることにより、男
女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図り、もって男女共同参画社会を実現するこ
とを目的とします。

（用語の定義）
第２条　この条例における用語の意味は、次に定める

とおりとします。
(1)　男女共同参画　誰もが、性別、性的指向、性自

認に関わりなく個人として尊重され、その個性
と能力を発揮し、責任を担い、対等な立場で社
会のあらゆる分野における活動に参画する機会
が確保されることをいいます。

(2)　市民　市内に居住、通勤、通学する者をいいます。
(3)　事業者　市内において事業活動を行う法人その

他の団体や個人をいいます。
(4)　配偶者等への暴力　配偶者、交際相手その他の

親密な関係にある者やあった者への身体的、精
神的、性的、経済的、社会的な暴力や子どもを
利用した暴力をいいます。

(5)　セクシュアル・ハラスメント　他の者を不快、
不安にさせる性的な言動により、その者や周囲
の生活環境を害すること、性的な言動に対する
相手方の対応により、その者に不利益を与える
ことをいいます。

(6)　積極的改善措置　性別、性的指向、性自認に
よる格差を是正するため必要な範囲内において、
社会のあらゆる分野における活動に参画する機
会を積極的に確保することをいいます。

（基本理念）
第３条　市は、次に掲げる事項を基本として、男女共
同参画を推進します。

(1)　性別、性的指向、性自認による差別的な取扱い
や暴力を根絶し、誰もが、個人として尊重され
ること。

(2)　誰もが、性別による固定的な役割分担の意識に
とらわれることなく、その個性と能力を十分に
発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方
を選択できること。

(3)　誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりなく、
社会のあらゆる分野における活動の方針の立案
や決定に参画する機会が確保されること。

(4)　学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育の場
において、男女共同参画社会を支える意識の形
成に向けた取組が行われること。

(5)　家族を構成する者が、相互の協力と社会の支援
の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生
活と職場や地域における活動の調和のとれた生
活を営むことができること。

(6)　誰もが、性に関する理解を深め、妊娠、出産そ
の他の性と生殖に関する健康と権利が生涯にわ
たり尊重されること。

(7)　国際社会や国内における男女共同参画に関する
取組を積極的に理解すること。

（市の責務）
第４条　市は、前条に規定する基本理念に基づき、男

女共同参画を推進する施策を総合的かつ計画的
に実施するために必要な体制を整備するとともに、
財政上その他の必要な措置を講じます。

２　市は、男女共同参画を推進するに当たり、市民、
事業者、国、他の地方公共団体と連携します。

（市民の責務）
第５条　市民は、男女共同参画について理解を深め、

家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる
分野における活動において男女共同参画を推進す
るよう努めます。

２　市民は、市が実施する男女共同参画を推進する施
策に協力するよう努めます。

（事業者の責務）
第６条　事業者は、男女共同参画について理解を深め、

その事業活動において男女共同参画を推進し、誰
もが、家庭生活と職場や地域における活動の調和
のとれた生活を営むことができるよう努めます。

２　事業者は、市が実施する男女共同参画を推進する
施策に協力するよう努めます。



（禁止事項）
第７条　誰もが、配偶者等への暴力、セクシュアル・

ハラスメント、性別、性的指向、性自認による差
別的な取扱いその他の性に関する人権侵害を行っ
てはいけません。

２　誰もが、情報の発信に当たっては、前項の性に関
する人権侵害、性別による固定的な役割分担の意
識を助長し、是認させる表現を用いないよう配慮
しなければいけません。
第２章　基本的施策

（男女共同参画計画の策定）
第８条　市は、男女共同参画に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するための基本的な計画（以下「男
女共同参画計画」といいます。）を策定し、これ
を公表します。

２　市は、男女共同参画計画の策定に当たっては、あ
らかじめ第１５条第１項に規定する戸田市男女共
同参画推進委員会の意見を聴きます。

３　市は、毎年１回、男女共同参画計画に基づく男女
共同参画に関する施策の実施状況を公表します。

（調査研究と広報や啓発）
第９条　市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究、

情報の収集に努めます。
２　市は、市民や事業者が男女共同参画についての理

解を深めるよう、広報や啓発を行います。
　（教育に対する支援）
第１０条　市は、男女共同参画社会を支える意識の形

成に向けた取組が行われるよう、学校教育、生涯
学習その他のあらゆる教育に携わる者を支援します。

（家庭生活と社会活動の調和）
第１１条　市は、市民が子の養育、家族の介護その他

の家庭生活と職場や地域における活動の調和の
とれた生活を営みながら、多様な生き方を選択し、
実現できるよう努めます。

（災害等への対応における配慮）
第１２条　市は、災害等への対応（災害等の発生に備

える対策を含みます。）においては、性別による
視点に十分配慮するよう努めます。

（積極的改善措置）
第１３条　市は、性別による固定的な役割分担の意識

があると認めるときや性別、性的指向、性自認に
より参画する機会に不均衡が生じると認めるとき
は、積極的改善措置を講ずるよう努めます。

（拠点の整備）
第１４条　市は、市民や事業者による男女共同参画の

推進に関する取組を支援するための拠点の整備に
努めます。
第３章　戸田市男女共同参画推進委員会等

（推進委員会）
第１５条　男女共同参画の推進について調査、審議を

するため、戸田市男女共同参画推進委員会（以下
「推進委員会」といいます。）を置きます。

２　推進委員会は、次に掲げる事項について調査、審
議をします。

(1)　男女共同参画の推進に関すること。
(2)　男女共同参画計画に関すること。
(3)　その他男女共同参画の推進について必要な事項
３　推進委員会は、男女共同参画の推進に必要がある

と認める事項について市長に意見を述べることが
できます。

（組織）
第１６条　推進委員会は、委員１５人以内をもって組

織します。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱、任

命をします。
　(1)　市民
　(2)　学識経験者
　(3)　組織、団体等の推薦者
　(4)　市職員
　(5)　その他市長が必要と認める者
３　委員の選任に当たっては、委員の性別の比率が、

男女共同参画計画に基づく比率となるよう努めま
す。

（任期）
第１７条　委員の任期は、２年とします。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
２　委員は、再任されることができます。
（委員長と副委員長）
第１８条　推進委員会に委員長と副委員長を置きます。
２　委員長と副委員長は、委員の互選により決定します。
３　委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表します。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るときや委員長が欠けたときは、その職務を代理
します。

（会議）
第１９条　推進委員会の会議（以下「会議」といいます。）

は、委員長が招集し、その議長となります。
２　会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くこ

とができません。
３　会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによりま
す。

４　委員長は、必要があると認めるときは、委員以外
の者に対し会議への出席を求めること、意見を聴
くこと、資料の提出を求めることができます。

　（庶務）
第２０条　推進委員会の庶務は、市民生活部協働推進

課において処理します。
（苦情申立て）
第２１条　市民や事業者は、市長に対し、市が関与す

る男女共同参画に関する施策について苦情を申し
立てることができます。

２　市長は、前項の規定による苦情の申立てがあった
ときは、必要に応じ推進委員会の意見を聴いて、
処理します。

３　市長は、第１項に規定する苦情の処理に当たって
は、当該苦情を申し立てた者に関する情報を保護
するとともに、公平かつ適切に行います。
第４章　雑則

（委任）
第２２条　この条例の施行について必要な事項は、市

長が別に定めます。
附　則

　（施行期日）
１　この条例は、平成２８年１０月１日から施行します。

本紙は環境に配慮し、「大豆油インキ」を使用しています。


